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〈論文要 旨〉

　本論文 は
，

セ ール ・
ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク取 引 の 会計基 準等の 比 較検討を行 い

， そ の 取 引 の 経済

的実質を明らか に し ， 会計理 論上 ， そ の 妥当な測定方法 を提案する こ とを 目的 と して い る．

　検討の 結果 ， セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 は，経済 的実質の 相 違 に基づ い て つ ぎの 3 つ に

分類 され る．

（1） その 取引の 経済的実質 は ， 譲渡担保 に よる資金の 借入 れであ る．

（2） そ の 取 引 の 経済的実質は ， 財 産 の 売買取引とオ ペ レ
ー

テ ィ ン グ ・リ
ー

ス 取引 とが
一
体 と な っ た

　　取引で ある．

（3） そ の 取引 の 経済的実質は ， 財 産の 売買取 引 と準 フ ル ペ イ ア ウ トを満 たす フ ァ イナ ン ス ・リース

　　取引 とが
一
体 とな っ た取 引で ある．

　　　した が っ て ，
セ ール ・ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク取引の 測 定方法 の 妥当性 に つ い て は ， それ ぞれ の

　　目的の 取引の 経済的実質を的確に写像する測定方法が 必 要で あ る．

〈 キー
ワ

ー
ド〉

セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク 取引，フ ァ イ ナ ン ス ・リース 取引 ，
オ ペ レ ーテ ィ ン グ ・

リ
ース 取引

A　Study　on 　the　Measurement　of　Sales　with 　Leasebaek　Transactions：

Keiichi　Yamada ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　 The 　purpose 　of　this　paper 　is（1）七〇　examine 　the　validity 　of　three　existing 　methods 　of 　measuring

sales　with 　leaseback　transactions
，
　and （2）to　propose 　valid 　methods 　of 　measuring 　sales 　with

leaseback　transactions．

　 Sales　with 　leaseback　transactions　are 　designed　to　protect　related 　parties 　when 　contraCts 　are

developed ．Therefbre
，　the　purpose 　of 　a 　sale 　with 　a 　leaseback　transaction　determines　the　economic

substance 　of 　the　transaction．

　 There 　are 　three　classifications 　of 　sales 　with 　leaseback　transactions．　They 　are 　based　on 　the　fbl−．

10wing　differences　in　the　economic 　substance 　of 　the　transactions；（1）mortgages 　involving　bor−

rowing 　by　transfer；（2）purchase 　and 　sale 　transactions　connected 　with 　an 　operating 　lease　trans−

action
，
　which 　does　not 　need 　to　be　originally 　connected 　with 　them

，
and ；（3）raising 　money 　by　sell −

illg　a 　lessee’s　property　at 　the　highest　possible　price．　Accordingly，　a　valid 　method 　of 　measuring

sales 　with 　leaseback　transactions　is　appropriate 　to　reflect 　difibrences　in　the　economic 　substance

of 　each 　transaction ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Key 　Words

sales　with 　leaseback　tra皿sactions ，
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1． は じめに

　米国の 財務会計基準審議会 （Financial　Acconting　Standards　Board ；FASB ）は ，　 FAS 　No ．13

で 示 され たセ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 会 計基 準の 改 訂 で あ る FAS 　No ．28 にお い て ，

そ の 取 引が多様化 して い る こ とを考慮 して ， 「売却 した財産 の 公 正価 値 （the　fair　value 　of　the

asset 　sold ）」 に 対す る 「最低 リース 支 払総 額の 現 在価 値（the　present　value 　of 　the　minimum

lease　payments ）」の 比率の 大 きさに 基づ い て ，
こ れ を 3種類 に分類 し ， それぞ れ に 対応する 測

定方法 を提 示 して い る（1）． しか し ， 多様化 した セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 を単に量的

な規準 を用 い て 3種類 に分 け る FAS 　No ．28 に よる方法 には ， そ れが現行 の 会計基準で あ る こ と

や FASB が示 す会計 基準 の 国際 的影響 力 を考 える と ， 検 討 の 余地 があ る．

　国際会計基準委員会 （lnternational　Accounting 　Standards 　Committee ；IASC ）は ，
　 IAS

No ．17 にお い て FAS 　No ．13 と ほ ぼ 同様の セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 測定方法 を提示

して い る （2｝．

　
一

方 ， 日本 で は ， 法人税 法 に よ り確定決算主 義が採用 され て い る の で ， 税務上 の 取 り扱 い が

企 業会計上 も重 視 され て お り， 昭和 53 年 に 「リース 取引に かか る法 人税 及 び所得税 の 取 り扱

い に つ い て 」 （以 下 ， 「昭和 53 年 リ
ース 通達」 と い う．）が 公表 され ，そ こ で は ，

セ ール ・ア ン

ド ・リ
ー

ス バ ッ ク 取引に つ い て
，

リ
ー

ス 財産 を中古資産に 限定 し
，

また
， 財産の 購入者で ある

貸手 （レ サー
） を リース 会社 に 限定 した上 で ， こ れ を金融取引 とする 税務上 の 取 り扱 い が示 さ

れ て い る ．

　 平成 10年 に は ， リ
ース 取引等の 税制が 改正 され ， 法人税法施行令第 136 条の 3 お よ び 所得税

法施行令 第 184 条の 2 が 制定 され る に至 っ た ．それ らの 規定 は ，
セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ

ク取引の 対象財産 を中古資産 に 限定する こ とは な く， また貸手を リ
ー

ス 会社 に 限定 して い な い

点 を除けば，従来の 通達の 趣 旨を基本的に踏襲 して い る の で ，その 取引の 税務 ヒの 取扱い に 本

質的な変更は ない （3），

　他方，平成 5 年 に は ， 「リ
ー

ス 取引 に係 る会計基準 に 関す る 意見書」 （以 下 ，「リース 会計基

準」 とい う。）が 公 表 され たが
，

セ
ー

ル ・ア ン ド ・リース バ ッ ク 取引 に つ い て は
， 特に 別段 の

基 準 を設 けて い な い ．

　平成 6 年に ， リ
ー

ス 会計基 準 を実務 に 適用 す る 場 合 の 具体 的 な指針 等 と な る 「リ
ー

ス 取 引 の

会計処理 及び 開示 に 関す る実務指針」 （以 下 ， 「実務 指針」 とい う．）が 公 表され ， そ こ で は ，

セ ール ・ア ン ド ・リー ス バ ッ ク取引が フ ァ イ ナ ン ス ・リース 取引に 該当す る場合 ，
フ ァ イナ ン

ス ・リース 取引 と同様 に 売買処理を行 うこ とが定め られ て い る． リース 会計基準 と実務指針で

は， フ ァ イナ ン ス ・リ
ー

ス 取引は
， 所有権移 転 フ ァ イナ ン ス ・リース 取 引 と所有権移転外 フ ァ

イナ ン ス ・リ
ー

ス 取引に 分類 され ， 後者 に つ い て は ， 所 定 の 事項 を財務 諸 表に注記 す る こ とに

よ り， 賃貸借処理 す る こ とが で きる もの と して い る．

　
一

般企 業で あ る借手 （レ シ ー）は ， 所有財産の 売却 に よ っ て ， そ の 帳簿価額と売買価額 との

差 額で ある財産の 含み 益 を実現 す る とい う利益 操作 の た め に セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取

引を多 く利用 し て きた （4｝．セ ール ・
ア ン ド ・

リ
ー

ス バ ッ ク取引 に 関す るこ れ らの 会 計基準 等は ，

その 取引が利益操作の た め に利用 され て い る 点を非常に 重 視 して 制定 され た．

　セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引の 測定方法 を検討する た め に は ， 多様化 したそ の 取引の

経済的実質を どの よ うに 捉え るか が重 要 で あ る （5）．

　 また，最近の 国際会計基準 に よる リース 取引の 会計処理 が制度化 され る と ，
フ ァ イ ナ ン ス ・
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ア ン ド ・

リ
ース バ ッ ク取 引の 測定方法 につ い て

リース 取引の 会計処理 は
， 借 入金 に よ る 設備購入 と同様に

， リース 財産を貸借対照 表に 資産 と

して 計上 しなけれ ば な ら ない ．こ の とき，資産化 に よ る 減価償却 費と借入 れ に よ る 支払利息 と

の 合計額が 費用化 さ れ， リース 料総 額 を費用 化す る こ と よ り費用 の 金額 が大 きい 場合 に は，そ

の 差額だ け利 益が減少 す る． した が っ て ， リース 財産 を貸借 対照 表に計 上す る国際会 計 基準に

よる会計処理 は ， 企 業に と っ て 減益 要因 とな り， 企業が フ ァ イナ ン ス ・リース 取引 を利用す る

利点が薄れる． こ れ は ， 逆 に 設備の 借手で あ る企 業か ら見れ ば ， リース 取引の 会計処理 手続 き

如何 に よ っ て ，設備 を リース 会社 か らリース す べ きか ， あ るい は ，設備 を購 入す べ きか とい っ

た意思 決定 に影響 を及 ぼす ．

　言 い 換 えれ ば ， 財 務会 計 の 制 度 的 手続 きは企業全体の 業績 評価 に関わ るの で ， 業績が どの よ

うに なるか とい うこ とに よ っ て逆 に 採用 する 方法が影響 を受ける こ とに なる． さ らに ， 本論文

は ， 「セ
ール ・

ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 測 定 方法」 に関す る研 究 で あ る，管理会 計に お い

て も ， 実 績 の 測定 とい う機 能 は重要 で あ る．管 理会 計 に適用 す る管理 の プ ロ セ ス は ， 計画 設定 ，

実績測定 ， 統制 で あ り，
こ の うち の 実績測 定は財 務会 計 と管理会 計 の 共通の 基本的機能で あ る

の で ， 測定方法 を提案す る本研究 は管理会計機能 を担 っ て い る   ．

　そ こ で ， 本論文で は ，
セ ール ・ア ン ド ・

リ
ース バ ッ ク取引 に つ い て ， 従来の 会計基 準等の 比

較検討 を行 い
， そ の 取引 の経済的実 質を明 らか に し ， 会計理 論上 ， その 妥当な測定方法 を提案

す る こ とを 目的 と して い る． その ため に ，次節で は，セ
ー

ル ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引の 意

義 と特性 を明 らか に し ， 第 3 節で は ， その 取引の 測定 に 関す る従来の 会計基準等の 特性 を明 ら

か に して ，その 妥 当性 を検討 し，第 4 節で は ，経済的 実質を忠実 に写 像 す る測 定方法 を提 案す

る ．

2． セ ー ル ・ア ン ド ・ リー ス バ ッ ク取引の 意義と特性

　本節で は ， まずセ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引の 意義 を明 らか に し ，
つ ぎにそ の 特性 を

述べ る こ とに す る．

　 セ ール ・
ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク 取引は ， リース 財産の 借手で あ る 当初の 所有者 がそ の 財産 を

貸手に売却 し ， た だ ちに ， そ の 財産 を貸手が 借手 に リース す る取引で あ り， 借手が 売却 に よ り

そ の 財産を貸手に 引 き渡 しせ ずに継続 して 使用 し続け る 形態 を とる ． し たが っ て ， そ れ は 「リ

ー
ス 財 産 を当初 の 所有者で あ っ た借 手が 新 し い 所有者 とな っ た貸 手 に売 却 す る取引 」 と ， 「そ

の 財産 を貸手 が借手 に リ
ー

ス す る取引」 とが
一

体で ある取引で あ る（7）．

　本論文で は ， 「フ ァ イ ナ ン ス 」 とい う言葉の 本来の 意味は 「金融」で あ り， リ
ー

ス 取引の 経

済 的実質に着 目 して ， 「リース 財 産の 使用権 を取 得する ため に ， そ の 取引の 経済 的質が 資金 調

達 で あ る リース 取 引 」 をフ ァ イナ ン ス ・リース 取引 と呼び
， そ れ以外 を オペ レー

テ ィ ン グ ・リ

ース 取引 と呼ぶ ．

　 リース 取 引
一

般 が ， フ ァ イ ナ ン ス ・リース 取引 とオ ペ レー テ ィ ン グ ・リース 取引 とに 分類 さ

れ るの と同様 に ，
セ ール ・

ア ン ド ・リー
ス バ ッ ク 取引 も両 者 に分類 され る， したが っ て ， フ ァ

イナ ン ス ・リ
ース 取引は ，

セ ール ・ア ン ド ・リ
ー ス バ ッ ク取引で ある もの とそ れ 以 外 で あ る も

の とに 分類 され る．

　セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引以 外の フ ァ イナ ン ス ・リース 取 引 で は ， リース 取引開始

時 に，貸手か ら借手 ヘ リ
ー

ス 財産相当額の 資金が 移動せ ず ， リ
ー

ス料総額 だけが 確定 して い る．

そ れ に対 して ，セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取引で は，原則 と して ， リ

ー
ス 取引開始時 に ，
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貸 手 か ら借手 ヘ リース 財 産 の 売 買価額相 当額 の 資金が実際 に支払 われ るの で ， こ の こ とは その

取引の 特性の 1 つ で ある ．

　セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 に 限 らず リース 取引は ，その 取引の 当事者 に よ っ て ， 意

図 した 目的 を達成 す る よ うに ， そ の 契 約 の 内容が構成 され て い る， した が っ て ，セ
ー

ル ・ア ン

ド ・リース バ ッ ク取引 の 経済的実 質は ， そ の 取 引 が行 われ る 目的 に完全 に依存 する。すなわ ち ，

セ
ール ・ア ン ド ・リー

ス バ ッ ク取引の 目的が ， そ の 取引の 経済的実 質を直接 的 に決 定す る．

　経済 的実質の 観点か ら ，
セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 は ， 3 つ の 目的 を達成す るた め

に 契約 の 内容 が構 成 され ， そ れ らの 取引 の 経済的実 質は以 下の よ うに なる ．

（1）融資に よる資金 調達 目的

　取引 は ， 売買 とい う法形式 を用 い て ， 借手が貸手に そ の 財 産の 所有権 の 移転 とい う担 保 を提

供 し， 融資に よ る 資金 調達 を受ける こ とを目的に 行わ れ る．その 経済的実質は譲渡担保に よる

資金 の 借入 れ で あ る  ．

（2）任意期 間の 使用
・
売却 に よる資金調達 目的

　取引は，借手が 当初所有 して い た財産 を 「任 意の 期 間」だ け使用する ため の 取引 と，その 財

産 を売却する こ とに よ っ て ， 資金 を得 る た め の 取引 とが 同時 に行 われ る もの で ある ．そ の 経済

的実質は ，単純 な財産の 売買取引 とオペ レ ーテ ィ ン グ ・リース 取 引 とが
一

体 とな っ た取引で あ

る．

（3）一
定期 間の 継続使用 ・売却 に よ る 資金調達 目的

　取引 は ，借手が 当初所有 して い た 財 産 を ， 「
一

定の 期 間 ， 継続的 に」使用 し ， そ れ を前提 に ，

その 財 産 を可 能 な限 り高額 に 売却す る こ とに よ っ て 資金 を得 るた め に行 われ る．す なわ ち ， 目

的（1）の 融資に よ る 資金調達 と 目的（2）の 財産の 売却に よ る 資金 調達の 両方の 機能を含ん で い る．

そ の 経 済的実質は ， 単純 な財 産 の 売買取 引 と後述 す る準 フ ル ペ イ ア ウ トを満 たす フ ァ イナ ン

ス ・リース 取 引 とが
一
体 とな っ た 取 引 で あ る．

　以下 にお い て ， 上 に述 べ た 各 目的 に 関連 して セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 経済的実

質 につ い て 検討す る．

2．1 融資に よる 資金調達 目的

　 目的（1）の 取 引の 経済的実 質は ， 譲 渡担 保 に よる資 金 の 借入 れ で あ る．そ の よ うな経済 的効 果

を得 るた め に ， そ の 取 引 は ， 以 下 の   か ら  の 特性 を備え て い る必 要があ る。

  取引の 法形式は
， 売買取引 と リ

ース 取 引で ある．

  取引の 経済的実質は ，譲渡担保に よる資金調達 取 引 で あ る．

　法形式上 が売買取引で あ っ て も ， 経済的実質は売買取引で な い ．そ の 根拠 は ， 売 買価額 が必

ず し も市場の 相場に と らわ れ ず ， そ れ よ り著 し く低 い 金 額で あ っ て も構 わ ない か らで あ る．市

場 の 相場 ， すなわち財産の 公正価値は担保力の 上 限 と して 意味が あ るだ けで あ る． また ， 法形

式上 が リ
ー

ス 取引で あ っ て も， 経済的実質は 本来の リ
ー

ス 取引で は ない の で ， リ
ース 料は公正

なリ
ー

ス 料に とらわれ ない ．

　 目的（1）の 取 引 の 場 合 ， 売 買取引 と リ
ー

ス 取引が
一

体 とな っ て ，譲渡担保に よる資金調達取引

とい う経済的効果 を生 み 出 して い る ．財産の 売買価額相 当額の 資金の 移動 は ， 実質的に ， 借手

に と っ て 資金 の 借入 れで あ り， 貸手に と っ て資金の 貸付 けで あ る． した が っ て ， リ
ース 取 引の

契約 の 内容 は ， 財 産 の 売 買価 額相 当額の 借入 金 の 元 本 と利息の 総額 が リース 料総額 に よ り，借

手 か ら貸手に返済 され る こ と を保証す る よ うに構成 される．
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セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引 の 測定方法 に つ い て

  リース 期間中 ， リース 契約は中途解約不 能で あ る．

　 い っ た ん 借 入 れ た以上 ， 借 入 金 の 元本 と利 息 の 総 額の 返済 を保 証 する た め に ， リース 期 間 中

の 解約は 不能で ある ，

  準フ ル ペ イア ウ トを満 た す よ うに リース 契約時点で リース 取 引が 設計 されて い る ．

　リース 取 引 は，公 正 な リース 料 に と らわ れ ない の で ， フ ル ペ イア ウ トをい つ も満 た す とは 限

らな い ．具 体例 をあげて 説明す る と ， 譲渡担保 に よ る 資金調達の た め に ， 借手は 帳簿価額 1億

円の 資産を 1000 万 円で 貸手 に 売却 し ， た だち に ， その リ ース 財 産 を貸手 か らリ ース す る場合 ，

リ
ー

ス 料総額の 現在価値 は ， 売 却価 額 で あ る 1000 万 円に な る よ うに ， そ の リ
ース 取引 の 契約

の 内容が構成 され て い る ． したが っ て ， そ の 財産の 取得価額 1億 円 ， お よび付随費用等の 総額

を回収す る こ とは な く， フ ル ペ イア ウ トを満 た さ な い ．

　 しか し ， リ
ース 取 引は ， リ

ース 財産の 取得原 価等の 総額 を借手が 負担する こ とは な い が ， リ

ース 期間に 対応 す る リ
ー

ス 財産の 取得原価の
一

部で ある減価償却 費 ， 維持 費等 ， 借手が所 有者

で ある とした ら負担すべ きすべ て の コ ス トを負担 して い る ．すなわ ち，本論文に お い て ， 期 間

に対 応す る費用 を リース 契約の 時点で 回収する よ うに設計 され て い る こ とを準 フ ル ペ イ ア ウ ト

と定義す る．

  リース 期 間は
， リース 財 産の 残存経済的耐用 年数 に ほ ぼ 等 し い ．

　借手 は ， 残存経済的耐 用 年数 の リース 期 間中 ， リース 財 産 を使用 しつ づ け る こ とを前提 に ，

リ
ース 取引 と売 買取引 が一体 とな っ て ， 譲渡 担保 に よる資金調 達 を受 ける とい う経済 的効果 を

得て い る．

  リ
ー

ス 期間終了時に ， 所有権 が 実質的 に貸手 か ら借手 に 返還 され る．

　売買取引 は ， 法形式を利 用 して 担保 と して リース 財 産の 所有権 を貸手に 移転 した に す ぎな い

の で
， 借 手が借 入金の 元 本 と利 息の 総額 を返済 した 際 に は ，所有権の 返還 を受 け る こ とが 契約

の 中で 取 り決 め られ て い る．法形式上 そ うな っ て い ない 場合 で も，借 手は 割安購入 選択権 の 行

使 に よ っ て ， お お むね残存価額相当額 を支払い
， 所有権の 返還 を受 け る． も し， 借手が所有権

の 返還 を受けない 場合 に は
， 貸手が リース 財産 を他 に売却する こ とに よ っ て

， 借入金 の 元本 と

利 息の 総 額が 回収 される よ うに リ
ー

ス 取引が 設計 されて い る ．

  売買取 引成立後 ， 借 手は ， リース 財産を貸手へ 引 き渡 さず に ， 従前通 りに リース 財産を継

続 して使用 し続 ける．

　借 手が リース 財産 を貸手 へ 引 き渡 さない こ とは ，
セ ール ・

ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 に 共通

な特徴で あ る ．た だ し ， そ の リ
ース 財産 を継続 して 使用 で きる期間 に つ い て は

， 差異が あ り，

目的（1）の 取 引 で は ， 特性   に よ り， そ の 期間は ， リース 財 産 の 残存経済的耐用年数 となる ．要

する に ， 財 産の 利用状況が 取 引の 前後で ま っ た く変化 しな い ．そ れ は ， リース 財 産 を売 買す る

こ とが 目的で は な く， 資金の 貸借が 目的で あ るか らで ある ．

　 目的（1）の 取引 が以 上 の 特性 を満 たす こ とに よ り， 譲渡担保 に よ る 資金調 達取引 とい う経済的

効果 を保 つ こ とがで きる ．

　な お，セ ール ・
ア ン ド ・

リ
ース バ ッ ク取引 と同様に 財 産 の 所 有権 が 移転 す る取 引 に，譲渡担

保が ある 〔9）．以 下 ， そ れ につ い て 述べ る こ とにす る．

　譲渡担保 と は ，財 産 自体 を債権 者 に譲 渡する方法に よる物 的担 保 で あ る． これ は 民 法上 動 産

に つ い て は 抵当権を認め て い な い の で ， そ の 不備 を補 うもの として 学説 ， 判例に支えられ て発

達 して きた もの で あ る．

　譲 渡担保に は ， 財産の 占有 を債権者 に移転す る場合 と債務者が 賃借契約に よ り財産 を引 き続
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き占有 し使用 す る場合 とが あ る．後者の 譲渡 担保 は ， 目的（1）の 取 引 とそ の 経済的実質が 同 じで

あ る ．

2．2 任意 期間の使用 ・ 売却に よ る 資金調達 目的

　目的（2）の 取 引 の 経済的実 質は ， 単純 な財 産の 売買取 引とオ ペ レ
ー

テ ィ ン グ ・リース 取 引 とが

一
体 とな っ た取引 で ある ．そ れ は ， 財産の 売却 に よ る 資金 の調達 を 目的と して い る．その よ う

な経済的効果 を得 る ため に ， その 取引は ， 以 下 の   か ら  の 特性 を備 えて い る 必 要が あ る．

  取引 の 法形式は ， 売買取引 と リ
ー

ス取 引で ある ．

  　取引の 経済的実質は ，売買取引 とリース 取引で ある ．

　 目的（2）の 取引で は
， 借手 は不 必要な財産 を売却す る場合 もある ．法形式上， ならび に経済的

実 質 も，売買取引 で あ るの で
， そ の 財 産 の 売買価額 は公正価値 に もとつ く． また ，法形式 ．L ，

な らびに経 済 的実 質 も本来の リース 取引で あ る の で ， 公 正 な リース 料が授 受 され る． リー ス 取

引の 契約の 内容は ， 財産の 売買価額相当額 の 借入金 の 元 本と利息の 総額が リース 料総額に よ り，

借 手か ら貸 手 に 返 済 さ れ る こ と を保 証 す る よ うに構 成 され て い な い ． こ れ は ， 目的（2）と 目的

（3）の各取引 の 大 きな共通点で あ り， 目的（1）の 取引 と本 質的 に 異な る点 で あ る．

  リース 取引は随時解約可能で あ る ．

　 したが っ て ， リ
ース 財産の 使用権 を継続的に 行使で きる債権 ， お よび そ れ に対 して 支払 うべ

き債 務 が確定 しな い ．

　 こ れ は 目的（3）の 取引 との 本質的な違 い で あ り， 目的（2）の 取引 で は ， リース 期 間 中 い つ で も

解約可 能で ある こ とか ら債権債務が確定 しな い ．借手か ら貸手 に 支払 われ る リース 料 は ， 単な

る賃貸料で ある ．

  準 フ ル ペ イア ウ トを満た す よ うに リース 契約時点で リ
ー

ス 取引が 設計 されて な い ．

　特性  よ り，
リ
ー

ス 取引は 随時解約可 能で ある． したが っ て
，

リ
ー

ス 契約の 時点 で 準 フ ル ペ

イア ウ トを満た す よ うに リース 取 引 の 契約の 内容 は構成 されて い ない ．要す る に ， 貸手に 財 産

の 売買価額相当額の 資金 を全額回収す る とい う意 図が ない ．

  リース 期 間は
， リース 財 産の 残 存経 済 的耐用 年数 に ほぼ等 しい 必 要は ない 。

　特性  よ り， リース 取引は 随時解約可 能で あ るの で
， リース 期間 は リース財 産の 残 存経 済的

耐用年数 に ほ ぼ 等 しい 必要は ない ．

  リ
ー

ス 期 間終了時に ，所有権 が 貸手か ら借手 に 返還 され な い ．

　目的（1）の よ うに，売買取引は，法形式 を利用 して 担 保 と して リ
ー

ス 財産の所 有権 を貸手 に移

転 した わ け で は な い の で
， リース 期 間終了 時 に ， 貸手 か ら借 手 に所有権 が 移転す る こ とは な

い ．

  売買取引成 立 後 ， 借手 は ， リース 財 産 を貸手へ 引 き渡 さず に ， 解約可 能な任意の リ
ース 期

間，従前通 りに リ
ース 財産 を継続 して 使用 し続ける ．

　目的（2）の 取引が以上 の 特性 を満た す こ とに よ り， 財産 を 「任意の 期 間」だけ使用 しなが ら，

財 産の 売却に よ る 資金 調達 を行 うとい う経済的効果を保 つ こ とが で きる ，

2．3 一
定期間 の 継続使用 ・ 売 却 に よ る資金調達目的

　 目的（3）の 取 引の 経済的実質は ，単純な財産の 売買取 引と準 フ ル ペ イ ア ウ トを満 たす フ ァ イナ

ン ス ・リース 取 引 とが
一

体 とな っ た 取引で あ る．そ れ は ， 財産の 売却 に よ る資金調達 ， お よび

融 資に よる資金 調 達 の 両方 を目的 と して い る．その よ うな経 済的効果 を得 る ため に ， その 取引
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セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引の 測定方法 に つ い て

は ， 以 ドの   か ら  の 特性 を備えて い る必 要 が ある．

  取引 の 法形式は
， 売買取引 と リ

ース 取引 で あ る ．

  取引の 経済的実質は ，売買取 引 と リース 取 引 で あ る．

　 返済 の 必 要が ない 資金 を調 達 す るた め に ， 借 手 はそ の 所有する 財産 を売却 する ．財産の 売却

価 額 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ーか ら ， リ
ース 取引 に お ける各期 に支払 うリ

ー
ス 料総額の 現 在価値 を差

し引 い た 部分 は
， 返済の 必要が な い 資金で あ る． こ れ は ， 財産の 売却 に よる 資金の 調 達 を目的

としてい る．法形式上，な らびに経 済 的実質 も， 売買 取引で あ る の で ， そ の 財産の 売買価額は

公正価値 に も とつ く．借手 は財産 の 売却 損 益 を帳簿価額 と公正 価値 との 差額 と して 認識 する ．

そ の 結 果 ， 財 産の 売却 価額 と公正 価値 との 問 に 差 額が 生 じる場合 は ，実質的に貸手 と借手 との

問で 贈 与が行 わ れた こ とに なる．

　 リース 取引 は ， 財 産の 売買価額相 当額 の 借入 金 の 元本 と利息の 総額が リース 料 総額 に よ り ，

借手か ら貸手 に返済 され る こ とを保証す る よ うに 構成 され て い ない ．

  リース 期 間中 ， リース 契約 は中途解約不能で ある．

　
一

定の 期 間 ， 継続的に そ の 財産 を使用する こ と を前提 と して い るの で ，解約 不 能 な リース 期

間が 存在す る ．こ の と き ， リ
ース 料が 毎期定額で ある な ら ば ， リース 契約の 時点で

， リース 期

間中の キ ャ ッ シ ュ フ ロ
ーが確定す る ．それ を現在価値に 割 り引 くこ とに よ り，

リース 期間中借

手が支払 うべ き リース 料総額が決 まる ．要す る に ，借手 は リ
ー

ス 財産の 使用権 を確定的 に取得

し ， そ れ に 対す る金 銭債務 を負 う．そ の 使用権 は ，資産の 定義で あ る 「発生 の 可 能性の 高 い 将

来の 経済的便益 」 を伴 うの で ， 貸借対照表に 資産 とし て 計上す る ．また ， そ の 債務 は
， 負債の

定義で ある 「経済的便益 の 将来の 犠牲」 を伴 うの で ， 貸借対照 表に負債 と して 計上 す る．負債

の 計 上 は資金 の 源泉 を意味 し ， 「リース 財 産 の 使 用 権 を取得す る た め に
，

そ の 取引の 経済的実

質が 資金調 達 で あ る リース 取 引 」で あ るの で
， 目的（3）に お ける リ

ース 取引は ， 「フ ァ イ ナ ン

ス ・リース 取 引」で あ り，融 資に よる資金調 達 を も目的 と して い る ． さ らに ， 目的（2）に お け る

リース 取引が 「オ ペ レーテ ィ ン グ ・リース 取引」で ある こ とを考慮す る と
， 特性  は

， 目的（2）

と 目的（3）と の 間で ，本質的 に異 なる 点 で あ る．

  準 フ ル ペ イア ウ トを満た す よ うに リース 契約 時点 で リ
ー

ス 取引が 設計 され て い る ．

　特性  に よ り ， リース 取 引 は中途解約不能で あ るの で ，そ の 取引は 期間に対応す る費用 をリ

ース 契約の 時点で 回収する よ うに設計 されて い る．

  　リ
ー

ス 期 間は ， リ
ー

ス 財 産の 残存経済的耐用 年数に ほ ぼ 等 しい 必 要は ない ．

　借手 は
，

一
定期 間 （通常， リース 財 産の 残存経済的耐用年数 よ り短い リース 期間）， 継続的

に リース 財 産 を使用す るた め に リース 契約 を結 ぶ の で ， リ
ー

ス 期 間は ， リース 財 産 の 残存経済

的耐用年数に ほ ぼ 等しい 必 要は な い ．

  リ
ース 期間終了時に ， 所有権が貸手か ら借手に返還 され ない 。

　 目的（2）と同 じ理 由 に よ り， リース 期 間終了時 に ， 貸手か ら借手に所有権が移転する こ とは な

い ．

  売買取引成立 後，借手は ， リース 財産 を貸手へ 引 き渡 さず に ， 解約不能 な リ
ース 期間の 間 ，

従前通 りに リース 財産を継続 して 使用 し続ける。

　 目的（3）の 取引が 以上 の 特性 を満たす こ とに よ り， 財産 を 「
一

定の 期 間 ， 継 続 的 に」使用 しな

が ら融資に よ る 資金調達 を行 い
， 財 産 の 売却 に よる資金 調達を も行 うとい う経済的効果 を保つ

こ とが で きる． 目的（3）は， 目的（1）と 目的（2）の 折衷型 で ある ．
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2．4 セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取 引の 分類体 系

　以上 の 目的（1）か ら 目的（3）まで の それ らの 取 引 の 特 性 を 「セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取

引の 分類体系」 と して ， ま とめ たの が 表 1 で あ る．

以 下 に ，
こ れ らの 特性の 組み合わせ に つ い て検討する ．

　特性 は 7 つ あ り， それ ぞれ に 対 して 2 通 りあ る こ とか ら ， 存在 し うる特性 の 組 み 合 わせ は ，

128 通 りとなる ． しか し ， 特性  ，お よ び  は 1通 りしか存在 しな い ．

　特性  ， お よ び  は ， 売買取引 と リ
ー

ス 取引が 一一一
体 とな っ て ， その 取引の 経済的実質が 譲渡

担保 に よ る資金調達で ある場合 に み 必 要な特性 で ある ．要す る に ， そ れ ら の 特性 は 特性  と連

動 して お り，特性  ，  ，お よび   は ，ひ とつ の ま とま りと して 考 えて 良 く，その 組み 合 わせ

は 2 通 り存在す る ．

　 リース 料が 定額で あ る こ とを前提 と して ，その リース 取引が 中途解 約不 能で あ る （特性  ）

な らば，その リース 期 間 中の 債権 ， お よび 債務 が確 定す る，そ して ， そ の リース 取 引は ， 期間

に対 応 す る費用 を リース 契約の 時 点 で 回収 す る よ うに設 計 され て い る （特性   ）．す なわ ち ，

特性   ， お よ び   も，
1 つ の まと ま りと して 考えて 良 く， そ の 組み合 わせ は 2 通 り存在する ．

　最終的 に ，
セ ール ・

ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引の 種類 は ， 特性   ， お よび  の 組 み合わせ に

よ り， 理 論上 4 通 り存在 す る．特性   が 「譲 渡担 保」 で あ り ， 特性   が 「中途解約 可 能」 で あ

る場合 の 組み 合 わせ につ い て 検討す る と ，
い っ たん借入 れ た以 上 ， 借入金 の 元本 と利息の 総 額

の 返済 を保証す るため に ， リース 期 間中の 解約 は可能で あ る とい う場合 は ， 相互 に 矛盾する の

で ， 理 論上存在 しな い ． したが っ て ， 特性  ， お よび  の 組み 合 わせ は
，

3 通 りとな る．

　以上 ， ま とめ る とセ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 の 特性 の 組み 合 わせ は ， 表 1 に示す よ

うに 3通 りしか存在 しない こ とに なる ．

表 1．セ ール ・
ア ン ド・リース バ ッ ク取 引の分類 体系

目的（1） 目的  目的（3）

  取引の 法形式 売買取引 と

　リ
ー

ス 取引

売買取 引 と

　 リース 取引

売買取引 と

　リース 取引

  取引 の 経済的実質 譲渡担保 売買取 引 と

　 リー
ス 取引

売買取引 と

　リー
ス 取引

  リ
ー

ス 取引 は 中途解約不能で あ る か ，中途解約

　可能 で あるか。
中途解約不 能 で

ある

中途解約可能 で

ある

中途解約不能 で

ある

  準 フ ル ペ イ ア ウ トを満た す よ うに，リース契約
　 時点 で リース 取引が設計され て い るか否か．

準 フ ル ペ イ ア ウ

トを満た す
準 フ ル ペ イ ア ウ

トを満 た さない

準 フ ル ペ イ ア ウ

トを満た す

  リ
ー

ス 期 間は リ
ー

ス 財産 の 残存経済 的耐用年 数

　 に ほ ぼ等 しい か否か ．
等 し くな け れ ば

な らない

等 しい 必 要 は な

い

等し い 必 要 は な

い

  所有権が 貸手か ら借手 に移転する か否か． 所有権が移転す

る

所有権が移転 し

ない

所有権 が移転 し

ない

  借手 は リ
ー

ス 財産 を貸 手へ 引 き渡すか否か． 引 き渡さない 引 き渡 さない 引 き渡 さない
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セ
ール ・ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク取 引の 測定方法 に つ い て

3．従来の 会計基準等の 理 論的検討

本節で は ，
セ ール ・

ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 測定 に 関す る従来 の 会計 基準等 の特性 を明

らか に し ， その 妥当性 を検討す る．

3 ． 1FAS 　No ．28 に よ る測定方法

　 まず ，
FAS ・No．28 に よ る測定方法 にお け る貸手の 会計処理 に つ い て は ，

つ ぎの 通 りで あ る．

　セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 を構成す る リース 取 引が ， リース 取引 を分類す る 4 つ の

規準 （所 有権移転規準 ， 割安購入 選択 権規準 ， 見積経済的 耐用 年 数の 75 ％ 規準 ， お よび ，

90％ 以上 回収規準） の 1 つ 以 上 と貸手 に と っ て の 2 つ の 追 加要件 （最低 リース 支払額 の 回収可

能性 を合理 的 に予想 で きるこ と ， お よび ， 貸 手が負担 しなけれ ば な らな い 費用で 他か ら補填 さ

れ ない もの に つ い て は ， 重 要 な不確実 性 が存在 しな い こ と）の 双方 を満 たす場合 に は ，財産 の

購入者で ある 貸手 は ， そ の 取引 を購入取引 と直接金 融 リ
ー

ス 取引 と して会計処理 す る．そ うで

な い 場合 に は ， その 取引 を購入取引とオ ペ レーテ ィ ン グ ・リース 取 引 として 会 計処 理す る（10）．

　 つ ぎに ， 借手の 会計処理 に つ い て は ，
つ ぎの 通 りで ある ．

　セ
ール ・

ア ン ド
・

リ
ー

ス バ ッ ク取引を構成する リ
ー

ス 取 引が ，借 手に と っ て
， キ ャ ピ タ ル ・

リ
ー

ス 取引に 該当する 場合 に は ， 借手 は そ の 取引をキ ャ ピ タ ル ・リース 取引 と して 会計処理 す

る （11）．それ に 該当 しな い 場合 に は ， その 取引をオペ レーテ ィ ン グ ・リース 取引 として会計処理

す る． セ ー ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引の 対象 とな っ た借手の リース 財産の 売却 に 伴 う損益

は ， 原則 として 繰延べ られ る．

　 FAS 　No ．13 は ， セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引の 本質が ，財 産を売却する 意図の ない 純

粋な融資に よ る 単なる 資金 調達取引その もの で ある か ら
，

い か な る利 益 も生ずる こ とは あ りえ

ない と して ， 借 手の リ
ース 財産 の 売却 に 伴 う損益 を

一
律 的に繰延 べ る こ とを提 示 して い る ．

FAS 　No28 は ， 借手の リ
ース 財 産の 売却 に 伴 う損益 を一

律的に繰延 べ る の で は な く， 「売却 し

た財 産の 公正 価値 」に 対す る 「最低 リ
ー

ス 支払総額の 現在価値」 の 比 率の 大 きさに 基づ い て
，

こ の 取引を 3種類に 分類 し ， そ れぞれに 対応す る測定方法を提示 して い る．

　 以 ドに お い て ， 3種類 の測定方法 に つ い て 述べ る（12）．

3．1．1 借手が リー
ス 財産 の使 用権の 小部分 （minor ）の み を保持 して い るにすぎな い セ

ー

ル ・ア ン ド ・リー
ス バ ッ ク取引の 測定方法

　 「売 却 した財 産 の 公 正価 値」に 対す る 「最低 リ
ー

ス 支払総 額 の 現在 価値 」 の 比 率 は ， 貸手 が

リース 財 産 の 所有権に 伴 う利益 お よび危険を借手に 移転する割合 を表す ．そ の 比 率が 10％ 以 下

の 場合 ， 財 産の 売却者で あ る借手 は
， リ

ース 財産 の 使用権 の 小 部分 の み を保 持 して い る にす ぎ

ない と FASB は 主張 して い る．

　 こ の 場合 ，
FASB は そ の 取 引 を以 下の よ うに会 計処理 する こ とを定め て い る ．

　 リース 料が市場相場か らみ て 妥当で あ る場 合 は ，
セ ール ・ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク 取 引は

一
体

の 取引で は な く， 財産の 売買取引 と リース 取 引 との そ れ ぞれ独立 した 2 つ の 取 引 とみ な され ，

借手の 財産の 売却損益は ，繰延べ られ ず に ，すべ て 当期 に認識 され る．

　 リース 料が 市場相場か らみ て 妥当で ない 場合，す なわ ち，売買取 引 の 要件 と リース 取 引の 要

件 とが相 互 に依 存 して 取 り決 め られ て い る場 合に は ， 借 手の 財 産 の 売却損益 は ， 市場相場か ら

み て 妥当な リ
ー

ス 料 に なる よ うに ， その 損益の うち適 当な額が繰延 べ または 見越 し され なけれ

ばな らな い ．キ ャ ピ タ ル ・リ
ース 取引の 場合 ， そ の 損益 は リース 財産の 減価償却 費に比例 して
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繰 延 べ られ ， オペ レ ー
テ ィ ン グ ・リース 取 引 の 場 合， リース 料が 直接 ， 損益計算書に 計上 され

るの で
， そ の 損益 は リ

ース 財産の リース 料 に比例 して 繰廷べ られ る ．

3．1．2 借 手 が リース 財産 の使 用権 の 小部分 を超 えて い るが ， 実質的に すべ て を保持 して い る

とは い え ない （more 　than 　minor 　but 　less　than 　substantially 　all ）セ ール ・ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク取引の 測定方法

　 「売却 した 財産の 公 正価値」 に対す る 「最低 リ
ー

ス 支払総額の 現在価値」の 比 率が ， 10％ 超

90％ 未満 の 場合 ，財産の 売却者で ある 借手 は ， リ
ース 財 産の 使用 権の 小 部分 を超 えて い るが ，

実質的に すべ て を保持 して い る とは い え な い と FASB は 主張 して い る．

　 こ の 場合，セ ール ・ア ン ド ・リ ース バ ッ ク 取引が 基 本的に は資金調 達取引で あ る と同時 に ，

借 手が 貸手 に不 必 要な財 産を売却す る とい う要素 も含ん で い る とみ な さ れ る ，その 結果 ，
セ ー

ル ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 に基づ く損益 は ， 実現損益 と未実現 の 繰延損益 とに分 けられ る

（13〕．

　 実現 損益 は ，実質的に売却 され た財産 に対応する 部分で あ り， 未実現の 繰延損益は ， 実質的

に売却 が 意図 さ れ て お らず ， 解約不 能な リ
ー

ス 取引 の 対象 と され た財 産 に対応す る 部分で あ

る．

　そ こ で ， FASB はその 取 引 を以下 の ように会計処 理す る こ とを定めて い る．

キ ャ ピタ ル ・
リ

ース 取引の 場合 ， 借手の 財産の 売却益 の うち ， リース 財産の 帳簿価額 （オ ペ レ

ー
テ ィ ン グ ・リース 取 引 の 場 合 ， 最低 リース 支払総 額の 現 在価値） の 範囲内の 部分 は ，

い まだ

収益 獲得過 程 を完 了 して い ない 未 実現 部 分 と して リース 期 間 に渡 っ て 繰延べ られ ， リース 財 産

の 減価 償却 費 （オ ペ レ
ー

テ ィ ン グ ・リース 取 引 の 場合 ， リース 料） に比 例 して 償却 され る．

　 リース 財 産の 帳簿価額 （オ ペ レ ーテ ィ ン グ ・リース 取引の 場合 ， 最低 リース 支払総額の 現在

価 値 ） を超 え る借 手 の 財 産 の 売却 益は，財産 の 売買 取 引 に基づ く利 益 で あ り，当期 に認 識 され

る．

　借 手の 財 産 の 売却損 に つ い て は ， その 取 引が行 わ れ な い 場合 で も，

一
般 に認 め られ た会計 原

則 に よ っ て ， 評 価損 の 認 識が 認め られ る範囲の 損失 につ い て は
， 直ちに認 め られ る事を考慮 し

て
，
FAS 　No ．28 は ， 公正 価値が帳簿価額 を下 回 る 売却損 の 場合 ， 帳簿価額と取引時の 公正価値

の 差額 の 範囲 内の 売却 損 を直 ち に認識 し，その 差額の 範囲 を超 える売却 損 を繰延 べ
， また ， 公

正価値 が 帳簿 価額 を上 回 る売却損 の 場 合，売却 損 を全 額繰 延べ る こ とを提示 して い る．

　売却 損 は ， キ ャ ピ タ ル ・
リ
ース 取 引の 場 合 ， リース 財 産の 減価償却費 （オ ペ レ

ー
テ ィ ン グ ・

リース 取引 の 場合 ， リ
ース 料）に 比例 して 繰延 べ られ る．

3．L3 借手が リース 財 産 の使用 権 を実質的に全部 （substantially 　a11 ）保持 し てい る セ ー

ル ・
ア ン ド ・リー

ス バ ッ ク取引の測 定方法

　 「売却 した財産 の公 正価値」に 対する 「最低 リー
ス 支払総額の 現 在価 値 」の 比 率が ， 90％ 以

上 の 場合 ， 財産の 売却者で あ る借手は ， 財産の 使用権 を実質的に全部保持 して い る とみ な され

る ．こ の 場合 ，
セ ール ・

ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 経 済 的実 質が ， 財産 を売却す る意図の な

い 純粋な融資に よ る単なる資金調達取引その もの で あるか ら，
い か な る利益 も生 ずる こ とはあ

りえな い
（14）． したが っ て ， 財 産の 売却者で ある借手 は ， 売却 益 の 全 部を繰延 べ

， 当期に
一

切の

売却益 を認識 す べ きで ない
， と FASB は主張 して い る．

　 こ の 場合 ， FASB はその 取引 を以下 の よ うに会計処理 す る こ とを定め て い る．

　キ ャ ピ タ ル ・リ
ース 取 引の 場合 ， 売却益 は リ

ース 財産 の 減価償却費 （オ ペ レ
ー

テ ィ ン グ ・リ
ース 取 引の 場合 ， リ ース 料）に比 例 して繰延 べ られ る．
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セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 の 測定方法に つ い て

　借手の 財産の 売却益 を繰延べ る 目的は ，借 手に財産の 売却益を
一

括 して認 識 させ な い ため で

ある ．借手が財産の 売却益 を減価償却費の 修正 とい う形で 繰延べ る会計処理 は ， あ たか も借 手

の 財 産の 売却 はな く， 財 産の 当初 の 取 得原価 で 減価 償却費が 計算 され るの と同一
の 結 果 を もた

らす ．

　売却損 を生 じる場合 は
，

上 記の 「3．1．2 の セ ー ル ・
ア ン ド ・リ

ース バ ッ ク 取引の 測定方法」

と同様の 会計処 理 をす る．

　以 下 に ， FAS 　No28 に よる測 定方法の 検討を行 う．こ の 測定方法の 問題点 と して ，つ ぎの 項

目 5点 をあげ る こ とがで きる，

  FAS 　No28 は ，
セ ール ・ア ン ド ・リ

ース バ ッ ク 取引の 3種類 すべ て の 測定方法 につ い て ，

こ の 取引 を構成 する売買取引 と リー
ス 取引をそれ ぞれ独 立 した 2 つ の 取引 と して 会計処理 を行

うこ とを定め て い る．こ れ は財産の 売買取引お よ び リ
ー

ス 取引に よ り，特定の 権利 と義務の 交

換 が 表され る とい う事実 が ， 会計上無視 さ れ る べ きで は ない とい うこ と を根拠 に してい る（15）．

　 「3．1．3 の セ
ー

ル
・
ア ン ド ・

リ
ー

ス バ ッ ク取引」 は ， 第 2 節で 述 べ た 目的（1）の 取 引 に該 当 し，

その 経済的実質 は ， 譲渡担保 に よ る 資金 の 借入れ で あ る． しか し ， FAS 　No ．28 は ， 譲 渡担保 に

よる資金 の 借 入 取引 を売 買取引 とリース 取引の そ れ ぞれ独立 した 2 つ の 取引 と して 会計処理 を

行 うこ とを定 めて い る． したが っ て ， FAS 　No ．28 に よる 測定方法は ，そ の経済的実質が譲渡担

保 に よる資金 の 借入 れ で あ る セ ール ・
ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク取引 に つ い て ， その 取引の 経済的

実質を全 く適切 に写像 して い な い ．

  「3．12 お よび 3．1．3 の セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取 引の 測定方法」に つ い て
， 財産の

売却 者で あ る借手は ， 売却益 の
一

部 また は全 部を繰延べ ，売却益 を認識 しない と FASB は提示

して い る ． しか し， 売 却益 を繰延 べ る こ とは ，売却益 の 認識 を単に 遅 らせ ，売却益 を多期間 に

割 り当て て い る だ けで あ り， 実質的に は 金融取 引 で あ る としなが ら も， 結 果 として 利益 を認識

して い る こ とに なる ，FAS 　No ．28 は
，

セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取引が 利益 操作 目的 の た

め に行わ れ る影響 を弱め る ため に ， 利益 を繰 延 べ る こ とを要求 して い るが ， 利益 を繰延 べ る理

論的根拠を示 して い な い し， また理論的根拠 は存在 しない ．

  FAS 　No ．28 は ， 売買損益 を帳簿価額 と売却価額 との 差額 と して 認 識測 定 する と して お り，

必 ず し も売買損益 を帳簿価額 と公 正価値 との 差額 と して 取 り扱 っ て い な い とい う点で 妥 当で は

な い ．

  FAS 　No ．28 に よ る測 定方法 は
， 財産 の 売 買取 引 に お い て ， 財産の 売買価額 と公正 価値 との

聞 に差額 が生 じる場合 に は ，貸手 と借 手 との 間で 実 質的 に贈 与が 行わ れ た こ とを 認識 し て い な

い ．

  　最 後 に ， 貸手 の 観点 か ら検 討 を行 う． リ
ー

ス 取引 を直接金 融 リ
ース 取引 と して 処理 す る場

合 ， 貸手 の リ
ー

ス 債権 の 金 額 に は ， 無 保証残存価 値 （見積 残 存価 値） が 含 まれ て い る （16 ）．

「3．1．3 の セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引の 測定方法」 にお ける リー
ス 取 引で は ， ］」　

一
ス 取

引開始時に ， 貸手 は所有権の 権能の うち ， 処分権 を留保 し， 使用 権 と収益 権 （賃貸借等 に よ り，

賃貸収益 を得 る権利） を借手 に移転 し， リース 取 引終 「時 に
， 処分 権 を貸手か ら借 手に移転す

る ．処分権の 金 額が ，見積残存価値に 相 当し，使用権 と収益権 との 合 計金 額が リ
ー

ス 債権 に相

当する の が 通常で ある か ら ， そ の 場合 に は ，貸手の リース 債権の 金額 は ， 見積残存価値相当 額

を控 除 して 資産計 上 され るべ きで あ る．FASB は レバ レ ッ ジ ド ・リース 取引 で は ， そ の ような

会計処理 を行い
， 処分権 を貸 手に帰属 させ て い る事実 を表 して い るの に もかか わ らず（17）

， セ
ー

ル ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引に つ い て は
， それ とは 異なる 会計処理 を要求 して お り， FASB
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の 測定方法 に
一

貫性が 見 られ な い ．

　以 上 の よ うな問題点 が あ る こ とか ら ， FAS 　No28 に よ る 測定方法 は ， セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引の 経済的実質 を全 く反 映 して お らず ， 妥 当で ある とは い えない ．

3．2 法人税法施行 令第 136 条 の 3 に よ る測定方法 （以 下 ， 「税法に よ る測定方法」

とい う）

　税法 に よる測 定方法 は
，

セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引 に つ い て ， そ の 一連の 取 引が取

引当事者の 意図 ， 取引物件の 内容等か らみ て 実質的に金 融取 引 と認 め られ る と きは ， 当初 か ら

そ の 売買が なか っ た もの と して 取 り扱 う．言 い 換 えれ ば ， セ
ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引

が フ ァ イナ ン ス ・リース 取 引 に該 当す る場合 に つ い て は ， 譲渡担保付金銭消 費貸借契約に もと

つ く取 引 として処理する こ と を定め て い る ．

　 セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引が フ ァ イナ ン ス ・リ
ー

ス 取引に 該当す る場合 ， そ の 取引

の 経済的 実質は譲渡担 保 に よる資金の 借入 れ であ る と して ， 税法 に よ る測定方法は ，そ の 取引

の 経済的実質を適 切 に 写像 して お り妥当で あ る．

　た だ し ， 税法 に よ る測定方法 で は ， 「リース 財 産 を一定 の 期 間 ， 継続 的 に使用 しなが ら ， 返

済の 必要が ない 資金 を調達する た め に ， リ
ース 財 産 を売買に よ り可 能な 限 り高額 に換金す る」

とい う目的（3）の 取引に つ い て 規 定 を置 い て い な い ．また ， 「3．1FAS 　No28 に よ る測 定方法」

で 述べ た の と同 じ趣 旨で ，税法に よ る測定方法 は ， リース 財産 の 見積残存価値 につ い て
一

切考

慮 し て い ない ．

3．3 実務 指針 に よる測 定方 法

　 まず ， 実務指針は ， フ ァ イナ ン ス
・リース 取引の 取 り扱 い に つ い て ， その 名称 に も関わ らず ，

「原則 と して 通常 の 売買取 引に か か る方法 に準 じて 会計 処理 を行 う．」 と して い る．

　 実務指針 に よ る 測定方法 は ，
セ ール ・ア ン ド ・リー ス バ ッ ク取 引が フ ァ イナ ン ス ・リース 取

引 に該当する 場合 ， そ の 取引を売買取引 と リース 取引の そ れ ぞ れ独立 した 2 つ の 取引 として 会

計処理 を行 うこ とを定め て い る ．

　セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引 の うち ， 借 手の 売買 取 引 に つ い て は ， 借 手は財 産 の 売却

損益 を長期前払費用また は 長期前受収 益 と して 繰 延 べ
， リ

ー
ス 財 産 の 減価償却 の 割合 に応 じて

減価償却 費に加減 して 損益 に 計上 する ． また ， 借手の 財産の 売却損失 は ， 財 産の 合理 的 な見積

市場価額が帳簿価額を下回る こ とに よ り生 じた もの で あ る こ とが 明 らか な場合 ， 売却損を繰延

べ ずに売却 時の 損失 と して 計上する ．

　 さ らに ，
セ ール ・

ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引の うち ， 借 手の リース 取引の リ
ー

ス 料の 取 り扱

い に つ い て は ， リース 期間 中の 毎期の リース 料 を売上高 とみ な し ， 毎期の リ
ー

ス 料の うち借入

金の 元 本返済相当額 と利息相当額 とを分 離 して ， 元 本返済相当額 を売上 原価 と し， 毎期の リー

ス 料 を元 利均等返済方式 に よ る元本返済相当額 と利息相当額の 合計 とみ なす．

　以下 に ， 実務指針に よ る測定方法の 理 論的検討 を行 う． こ の 測定方法の 問題 点と して ，
つ ぎ

の 項 目 7点 をあげ る こ とが で きる（18）．

  実務指針 に よ る測定方法 は ， セ
ー

ル
・
ア ン ド ・

リ
ー

ス バ ッ ク取 引が フ ァ イナ ン ス
・

リ
ー一

ス

取引に 該当す る場合 ， そ の 取引 を金融取引で ある と しなが ら ， 会計処 理 上 は売買取引 と して お

り， 妥当性 を欠 い て い る （19）．

  実務指針 に よ る 測定方法 は ， 目的（1）の 取 引を売買取引 とリース 取 引の そ れぞれ独立 した 2
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セ ール ・
ア ン ド・

リ
ース バ ッ ク取引の測定方法に つ い て

つ の 取引 と して 会計処理 を行 うこ と を定め て い る ． したが っ て
，

こ の 測 定方法 は ， そ の 経済的

実質が 譲渡担保 に よ る 資金 の 借入 れ で あ るセ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 に つ い て ， 全 く

その 取引 の 経済的実質 を適切 に写像 して い な い ．

  実務指針 に よ る 測定方法は ，
セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 が フ ァ イナ ン ス ・リース

取 引 に該 当 し，
こ れ につ い て 売 買処 理 を行 う場合 ， 借手の 財 産 の 売却損益 の 繰延べ を要求 して

い る． しか し， 売 却益 を繰延 べ る こ とは ， 売却益 の 認識 を単 に遅 らせ ， 売却益 を多期 間に割 り

当て て い る だ けで あ り， 実質的に は金 融取引で あ る と しなが らも，結果 と して利益 を認識 して

い る こ とに な る．また ， 実務指針 に よる 測定方法 に つ い て は ， 利益 を繰延べ る理 論的根拠は 示

され て い な い し ， また理論 的根拠は存在 しない ．

  実務指針 に よる測定方法 は ， 財産の 売買損益 を帳簿価額 と売買価額 との 差額 と して 認識 し

測定値 を与 えて い る 点で ，会計理論上 妥当で ある とは い えな い ．

  実務指針 に よ る 測定方法 は ， 財 産の 売買取 引 にお い て ， 財 産 の 売却価 額 と公 正価値 との 間

に差額 が生 じる場 合 に は
， 貸 手 と借 手 との 問で 実 質的 に贈与が行 われ た こ とを認 識 して い な い ．

  実務指針に よ る測定方法は ， リース 財産の 見積残存価値に つ い て
一

切考慮して い ない ．

　以 ltで 述 べ た  か ら  まで の 実 務指 針 に よ る測 定 方法の 問題 点 は ，
　 FAS 　No ．28 に よる測定 方

法 の 問 題点 と同 じで あ る．

  実 務 指針 で は ， 「リース 財 産 を従前 通 りに 使用 しなが ら ，

一
部返 済の 必 要が な い 資金 を調

達す るた め に ， リース 財 産 を売買 に よ り可能 な限 り高 額に 換 金す る」 とい う目的（3）の 取 引 に つ

い て 基準 を設 けて い ない ．こ の 点に つ い て は ， 税法 に よる測定方法の 問題点 と同 じで あ る．

　以 上 の よ うな問題 点が ある こ とか ら，実務指針 に よ る測 定 方法 は ，
セ ール ・

ア ン ド ・リース

バ ッ ク取引の 経済的実質を全 く適切 に写像 して お らず， 妥 当で ある とは い えない ．

4 ． セ ー ル ・ ア ン ド ・ 1丿一 ス バ ッ ク取 引 に 関する 新 しい 測定方法の 提案

　本節で は ，
セ ール ・

ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク 取引の 経済的実質を忠 実 に写像 す る測定方法を提

案す る．そ こ で ， 以 下 に そ れ ぞれ の 測定方法の
一

般式 を示 し ， 同 時 に数値モ デ ル に適用 し検討

する ．

4 ． 1 目的 （1）の 取引 の測 定方 法 （第 1 法）

　 目的（1）の セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引 の 経済的 実質は，譲渡担保 に よ る 資金の 借入 れ

で ある か ら，そ の 取 引 を譲渡 担保付金銭 消 費貸借 契約 の 締結 と遂行 と し て処理す る こ とが 妥当

で ある 。

　また
， 目的（1）の 取 引で は ， 公正価値 は担保 力の 上 限 と して 意味が あ る だけ で あ り， 売買価額

はか な らず し も財 産 の 公 正価 値 に と らわれ ない 。た だ し ， も し資金 の 借入 主 で あ る リース 財 産

の借手 が 支払 能力 を喪失 して リース 料 を支 払 うこ とが 出来 な くな っ た 場合 に は
， 借手が 貸手 に

対 して 返 済不能 とな っ た時点 で ， 担保 権 の 行使 に よ り， 当初の 形式的な売買取引 は ， 実質的な

リース 財 産 に よる代物弁済となる． こ の 時 ， 財 産の 売買価額は公正価値 に もとづ き，借手は 財

産 の 売却 損益 を帳簿価額 と公正 価値 と の 差額 と して 認識 す る．

［第 1 法 とその数値モデル へ の適 用］

　A 社 （借手）は ， 第 t年 1月 1 日に購入 した機械 装 置 （リ
ー

ス 財産） をB 社 （貸手） に 第 t＋ 1

年 1 月 1 日に売却 し ， た だちに ， そ の リ
ース 財産 を B 社か らリース した．売買取引 と リース 取
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引 は ， 契約上
一

体 で ある． また
， 売買価額 は公正価値 と等 しい ． リース 期 間 ， リース 料等 の 要

件 は ， 以下 の 通 りで あ る．

  A 社の 第t年 1 月 1 日の リー ス 財 産の 取得価額 ： C
，
− 1

，
800

，
000 円

  減価償却方法 ：定額法

  法定耐用年数 ：nT − 6年

 
．
残存価額 ：取得価額の 10％

  借手 と貸手 の 問の リース 財産の 売買価額 ： S ＝ 1
，
700

，
000 円

  解約不能の リース 期間 ： N − 5 年 （t＋ 1 年 1 月 1 日か ら t＋ 5 年 12 月 31 日まで ）

  リ
ー

ス 料 （年額） ： R1 ＝ 　448
，
456 円 （R の 下 添字 1 は 第 1法 を表す）

  リ
ー

ス 料 は毎年 1 回 12 月 31 日に現金 で 均等払 い す る （t＋ 1年 12 月 31 日を初 回 とする ）．

  リ
ー

ス 開始時か ら の 経過年数 ： n （n − 1
，
2

，

…
，
N ）

  貸手の 計算利 子率 は i ＝ o．1で あ り， 借 手は こ れ を知 り得る．

  リ
ー

ス 取引時以後の リ
ー

ス 財産の 経済的耐用年数 ： nA 　
・＝
　5 年

  リ
ー

ス期 間終了時 に お ける リ
ー

ス 財 産の 見積残存価値 ： SN ＝0 円

  リース 財 産の 所有権は
， リース 期間終了時 に無償で A 社 に移転 され る．

  決算 日は ，
A 社 ，

　 B 社 ともに 12 月 31 日で あ る．

　第 1法 を実施す るた め には
， 表 2 を完成す る必 要が ある．

　表 2 にお け る リース 開始時 よ り任意の n 年経過 した 年度 （t＋ n 年）の 借 入金 の 期 首残 高

LIN（n ）， 同 年度 の 借入 金 の 利 息相 当額 E1（n ）， お よび 同年度の 借 入 金 の 元本返 済相当額 Llp（n ）

の 各欄の 値 を以 下 の よ うに計算す る．

　第 t＋ 1年度の 借入 金 の 期首残 高 LIN（1）＝ S に 借入金 の 利子率 iを掛 け る こ とに よ っ て ， 第

t＋ 1年度の 借入金の 利息相当額 E1（1）＝ isが 求め られ ， 毎期定額で ある リ
ー

ス 料 R1か ら当該年

度 の 借 入 金 の 利 息相 当額 E1（1）＝ isを差 し引 くこ とに よ っ て ， 当該年度の 借入金 の 元本返 済相

当額 Llp（1）・・
　Rl − E1（1）＝ R1 − iSが求め られ る ．次年度の 借入金 の 期首残高 LIN（2）は ，前年度

の 借入金 の 期首残高 LIN（1）＝ S か ら借入金 の 元本返 済相当額 Llp（1）＝ R1 − is を差 し引 くこ と

に よ っ て ， LIN（2）・ ＝ s（1＋ i）− R1 として 求め られ る ．以後 ， 同様 な計算を行 い
，

一
般式を求め る

と ， リース 開始 時 よ り任 意 の n 年経過 した 年度 の 借 入 金 の 期 首残 高 LIN（n ）は ，
つ ぎの よ うに 表

され る．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 n

　　　L
、N （n ）＝ ・　S（1＋ i）n − LR

、 濁 （1＋ i）t
−2

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1）

　リース 開始 時よ り任意 の n 年経過 した 年度の 借入金 の 利息相当額 E1 （n ）は ， 同様 に して 同年

度の 借 入金 の 期 首残 高 LIN（n ）に借入 金の 利 子 率 iを掛 けた もの で ある か ら，つ ぎの よ うに表 さ

れ る．

　　　E1（n ）＝ iLIN（n ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2）

　（2）式を第 t＋ 1年度に 適用す る と ，
つ ぎの よ うに計算され る．

　　　E1（1）＝ 0・1 × LIN（1）＝ O・1 × 1
，
700

，
000 ＝ 170

，
000

　同様に して ， リ
ース 開始時 よ り任 意 の n 年経 過 した年度 の 借入 金 の 元 本返 済相 当額 Llp（n ）は ，

つ ぎの よ うに 表 される ．

　　　Llp（n ）ニR1 − E1（n ）＝ R1 − iLIN（n ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　（3）式を第t＋ 1年度に 適用する と ，
つ ぎの よ うに計算され る ．
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　　Llp（1）＝448
，
456 − E1（1）＝ 448

，
456 − 170

，
000 ； 278

，
456

つ ぎに ，（1）式 を第 t＋ 2 年度に 適用 す る と ，
つ ぎの ように計算 され る．

　　LIN（2）＝ 1
，
700

，
000 × （1＋ 0・1）2

　1 − （448 ，
456）x （1＋ 0・1）2

−2
＝ 1

，
421

，
544

表 2． リース 料に お ける元本 返済 相 当額 と利 息相 当額 の内 訳 （単位 　円）

年度 経過年数
　 n

借 入金 の 期首残高
　　　LN （n ）

リ
ー

ス 料
　 R1

借入金 の 利息相当額
　 　 　 E ・（n ）

借入金の 元本返済相当額
　 　 　 　 L ・P （n ）

t＋ 11 1
，
700

，
000 448，456 170，000 278，456

t＋ 22 1
，
421

，
544 448

，
456 142

，
154 306，301

t＋ 33 1
，
115，243 448

，
456 111

，
524 336，931

t＋ 44 778β12 448，456 77，831 370
，
625

t＋ 55 407
，
687 448，456 40，770 407

，
687

合計 2
，
242

，
280 542

，
280 1

，
700ρ00

　第 1法は セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引 を譲渡担保付金銭消費貸借契約に も とつ く取 引

と して 処理 する，財産売却時 （t＋ 1 年 1月 1 日）の 借手の 会計処理 は ，
つ ぎの よ うにな る （以

下 ， 単位は円 とする），

　　　　　　　　　 現金預 金　 1，700 ，
000 　　　　 借入金 　 1

，
700

，
000

　財 産売却 時 に ， 借手は ， 財 産の 売却価ans＝ 1
，
700 ，

000 円を借入金 の 金 額 と して 計上 す る ．貸

手は貸付金 （担保権付） を計 上す る．

　つ ぎに ， リ
ー

ス 料支払 日 （t＋2 年 12 月 31 日） の借手 の 会計 処 理 は ，
つ ぎの よ うに なる，

　　　　　　　　　 借入金 　　 278
，
456　　　　 現金預金 　448

，
456

　　　　　　　　　 支払利息　　170
，
000

　借手は ， リ
ー

ス 料 をその 借入 金の 元本 返済相当額 Llp（n ）と利 息相 当額 E
ユ
（n ）とに分 けて 計上

す る ．借入金返済に つ い て は ，年利 は i＝ o、1，返 済期間は N ＝ 5年 ， お よび毎年 の リース 料 で

ある 元利均等払返 済の 年額は ， R1 ；　448
，
456 円で あ るか ら， 借 入 金 の 元本返済相 当me　L

，N（n ）と

利息相当額 E1（n ）の 毎年の 金 額 は
一

意 に決 ま り， そ の 結果は表 2 に 示 され て い る ．なお
， 惜入

金 と支 払利 息 の 金額は ， そ れぞ れ表 2 の E1（n ）欄 と Llp（n ）欄の 第 t＋ 1 年度の 場合 と同様で あ る ．

　決算 日 （t＋ 1年 12 月 31 目） にお け る，減価償却 に 関す る借手の 会計処 理 は ，
つ ぎの よ うに

な る．

　　　　　　　 減価償却費　 270
，
000　　　　　 減価償却 累計額 　　 270

，
000

　第 1法 は ， 当初 か らそ の 売 買 が なか っ た もの と して 取 り扱 うた め ， 引 き続 き ， 借 手 が リース

財 産 の 減価償却 を行 う． したが っ て ，減価 償却費の 金額 を算定する 際に ，耐用年数は法定耐用

年数 nT 　
＝・

　6年 を用 い る ．以 後の 各年度 も同様 な会 計処 理 を行 う．

4 ． 2 目的（2）の 取引 の 測定方法 （第 2 法 ）

　 目的（2）の セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取引の 経済的 実質が ， 単純な財産の 売買取引 とオペ

レ
ー

テ ィ ン グ ・リ
ー

ス 取 引とが
一

体 とな っ た取引で あ る か ら， そ の 取引 を売買取引 とオ ペ レ ー

テ ィ ン グ ・リ
ー

ス 取引の そ れぞ れ独 立 した 2 つ の 取引 と して 処理する こ とが妥当で ある ．
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［第 2 法 とその 数値モ デル へ の 適用 ］

　 ［第 1 法 とそ の 数値 モ デ ル へ の 適用 ］ に お い て
，   「解約不能の リース 期間 ： N ＝ 5 年」か

ら 「た だ し随時解約可 能」 に ， また
， 要 件   リース 料 （年額）を R1 ＝ 448

，
456 円か らR2 ＝

112
，114 円 （R の 下添字 2 は第 2 法 を表す） にそれ ぞれ 変更 し ，   を削除 した もの を第 2法 を適

用 す る数値 モ デル とす る．

　財 産売却時 （t＋ 1年 1 月 1 日）の 借手の 会計処理 は ，
つ ぎの よ うに なる ．

　　　　　　　　現金 預金 　　　　1
，
700

，
000 　　　　　機械装置　　　1

，
800

，
000

　　　　　　　　減価償却累計額　　270 ，
000　　　　 機械装置売却益 　170

，
000

　 売買取引 に つ い て ，借手 は 財産の 売却取引に 関す る処理 を行 う．売買取引の 会計処理 は，第

3 法 と同様で ある ．

　 つ ぎに ， リ
ー

ス 料支払 日 （t＋ 1 年 12 月 31 日）の 借 手の 会計処 理 は ，つ ぎの よ うに な る．

　　　　　　　　支払 リース 料 　　 112
，
114 　　　　 現金預 金 　　　 112

，
114

　第 2 法 は リ
ー

ス 取引 をオ ペ レーテ ィ ン グ ・リース 取 引 と して 扱 うた め
， 借手 は リ ース 料 を支

払 リース 料 と して 全額 費用 計上 す る．以後 の 各年度 も同様 な会 計処 理 を行 う。

4．3 目的（3）の 取 引 の測定 方法 （第 3 法）

　 目的（3）の セ ー
ル ・ア ン ド ・リ

ー
ス バ ッ ク 取引の 経済的実質が ， リ

ー
ス 財産 を

一
定の期 間 ， 継

続的 に 使用 しなが ら， 返済 の 必要が な い 資金 を調達す る た め に ， リ
ース 財 産 を売買 に よ り可 能

な限 り高額 に 換金 す る こ とで ある か ら，その 取引 を財産の 売買取引 と リ
ー

ス 取引の そ れ ぞれ独

立 した 2 つ の 取引 と して処理 する こ とが 妥 当で ある ．また ， リ
ー

ス 期間中は解約不能で あ るか

ら債権債務が確定 し， 借手 に は ， リ
ー

ス 債務 とい う支払義務が生 じ ， そ の リ
ース 債務 を犠牲 と

して
一

定期 間資産 を使用す る 権利 ， すなわ ちリ
ー

ス 財産に 関す る財産使用権 を取得する， した

が っ て ， リ
ー

ス 債務は ， 負債の 定義で あ る 「経済的便益 の 将来の 犠牲」 を伴 い
， 財 産使用権 は

借 手に 資産の 定義で ある 「発生 の 可能性の 高い 将来の 経済的便益」 をもた らすの で ， 借手は リ

ース 債務 を負債 と して 計上 し， 財産使用権 を資産 と して 計 上す る．

［第 3 法 とその 数値 モ デル へ の 適用］

　 ［第 1法 とその 数値モ デ ル へ の 適用］にお い て ，   リース 料 （年額） を R1 ＝ 448
，
456 円か ら

R3 ＝ 112
，
114 円 （R の 下 添字 3 は 第 3 法を表す） に変 更 し ， また ，  を削除 した もの を第 3 法

を適用 する 数値 モ デ ル とす る．

　es　3 法を実施す るため には ， 表 3 を完 成す る必 要が ある．

　まず ， リ
ー

ス 開始時 よ り1 年経過 した 年度 （第t＋ 1年度）の リ
ー

ス 債務の 期首残高 L3N（1）を

求め る． リース 料 総額 は
， 財 産使用権 の 対 価で あ るか ら ，

こ れ を現在価値 に 割引い た リ
ー

ス 料

総額の 現在価値 P3 が ， 取得時の リース 財 産の 価額 ， すなわ ち財産使用権 の 取得価額で ある． し

た が っ て ， リ
ー

ス 料総額 の現在価値 P3 は ， 年額 リ
ー

ス 料 R3 と年金現価係数 （資本回収係数の

逆数） とに よ り，
つ ぎの よ うに 計算 され る ．

　　　P3 −
R3｛

｛器
1｝

　 　 　 　 　 　 　 （・・

　（4）式 に第 3 法の 数値モ デ ル の 値 を適用 する と，つ ぎの よ うに 計算 さ れ る ．

　　　P3 −
11

鴇 留 蓄
一1L 11

鷙 1謝5゚1
・ 425

・
・・・ 　 　 ・…

58

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association of Management Accounting

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoolatlon 　of 　Management 　Aooountlng

セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引の 測定方法 につ い て

　こ れ よ り， 第 t＋ 1年度 の リ
ース 債務の 期首残高 L3N（1）＝ P3 ＝ 425

，
000 が得 られ る ．

　表 3 の リース 開始時 よ り任 意の n 年経過 した年度の リース 債務 の 期首残高 L3N（n ）， 同年度の

リ
ース 債務の 利息相 当額 E3（n ）， お よび同年度の リ

ー
ス 債務の 元本返 済相当th　L3p（n ）の 各欄 を

第 1 法 と同様 な過程 を経 て 作成す る ． リ
ース 開始時 よ り任意の n 年経過 した 年度の リ

ース 債務

の 期首残高 L3N （n ）は ，
つ ぎの よ うに表 され る．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 n

　　　L
・N（・ ）＝P

・
（1・i）n − 1｝R

・ 〜羣，
（1＋i）t

−2
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5）

　リース 開始 時 よ り任意 の n 年経過 した 年度の リ
ース 債務 の 利息相 当額 E3（n ）は ，

つ ぎの よ う

に表され る．

　　　E3（n ）＝ iL3N（n ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （6）

　 （6）式 を第 t＋ 1 年度に 適用する と ，
つ ぎの ように 計算 され る ，

　　　E3（1）＝ 0・1×1・

3N （1）＝O・1× 425
，000 ＝42

，500

　 同 様 に して ， リー ス 開始 時 よ り任 意 の n 年経 過 した 年度 の リース 債 務 の 元 本返 済相 当額

L3p（n ）は ，
つ ぎの よ うに表され る ．

　　　L3P（n ）＝ R3− E3（n ）＝ R3− iI3N（n ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　 （7）式 を第 t＋ 1年度 に 適用 す る と ，
つ ぎの ように 計算 される ．

　　　L3p（1）＝ 112，114− E3（1）ニ 112
，114 − 42 ，500 ＝ 69 ，614

　（5）式 を第 t＋ 2 年度に適用 する と
，

つ ぎの よ うに計算 され る．

　　　L3N（2）＝425
，
000 × （1 ＋ 0・1）2

−1− 112
，
114 × （1 ＋ 0・1）2

−2 ＝ 355
，
386

　 第 3 法で は ，セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク 取引 を財産の 売買取 引 と リース 取 引の そ れぞ れ

独 立 した 2 つ の 取 引 として 処理す る．財 産売 却時 （t＋ 1年 1月 1 日） の 借 手の 会計処 理 は ，
つ

ぎの ようにな る．

　　　　　　　　　現金預金　　　1
，
700

，
000　　　 機械装置　　　 1

，
800

，
000

　　　　　　　　　減価償却累計額 270
，
000　　　 機械装置売却益　170

，
000

　売買取引 に つ い て
， 借 手 は財産の 売却取引 に関す る会計処理 を行 う．財産 の 売買取 引 にお い

て ， 固定資産の 売買 損益 はあ くまで も， 財産の 帳簿価額 と公 正価値 との 差額 で 認 識 しな くて は

な らな い ．

　 リース 開始時 （t＋ 1年 1 月 1 日）の 借手の 会計処 理 は ，
つ ぎの よ うにな る．

　　　　　　　　 財 産使用 権　　425
，
000　　　 リース 債務 　　425，000

　リ
ー

ス 取引 に つ い て ， リ
ー

ス 取引開始時 に ，借手は借 方 に 財 産使 用権 ， 貸方 に リ
ー

ス 債務 を

計上 する ．そ れぞれ の 金 額は （4ジ 式 よ り得 ら れ る ．

　つ ぎに ， リース 料支払 日 （t＋ 1 年 12月 31 日） の借手の 会計処理 は ，
つ ぎの よ うに なる．

　　　　　　　　　リ
ー

ス 債務　　 69
，
614 　　　 現金預 金 　　　112

，
114

　　　　　　　　 支払利息　　　 42
，
500

　リース 料 はそ の リ
ー

ス 債務 の 元 本返済相当額 L3p（n ）と利息相 当額 E3（n ）とに分 けて 計上 する ．

リース 債務の 返済に つ い て は ， 年利 は i＝ 0．1 ， 返済期 間は N ＝ 5 年 ， お よび毎年の リース 料で

ある 元利均等払返 済の 年額は R3 ＝＝ 112
，
114 円で ある か ら， リース 債務の 元本返済相 当額 と利

息相当額の 毎年の 金 額は一
意 に決 ま り，そ の 結果 は表 3 に示 され て い る． リ

ー
ス 債務 と支払 利

息の 金 額は ，それ ぞ れ 表 3 の L3p（n ）欄 と E3（n ）欄 の 第 t＋ 1年度の 場合 と同様で ある ．

　決算 日 （t＋ 1年 12 月 31 日）にお ける ， 財 産使用 権の 償却に 関する 借手の 会計 処理 は ，
っ ぎ

の よ うに な る．
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　　　　　　　　 財 産使用権償却 85 ，000　　　 財 産使用権　　 85 ，
000

　財産使用権 は
，

リ ース 期 間に 渡 っ て 均 等償 却 され る ．以 後の 各年度 も同様 な会計処理 を行

う．

表 3． リース 料 に お ける元本返済相当額 と利息相当額の 内訳 （単位 ：円）

年度 経過年数
　 n

リ
ー

ス 債務の 期首残高
　　　 L3N（n ）

リ
ー

ス 料
　 R3

リ
ー

ス債務の利息相当額
　　　　E3 （n ）

リ
ー

ス 債務の元本返済相当額
　　　　　L3P（n ）

t＋ 11 425，000 112，114 42，500 69，614

t＋ 22 355，386 112
，
114 35

，
539 76

，
575

t＋ 33 278
，
811 112

，
114 27 β81 84

，
233

t＋ 44 194
，
578 112

，
114 19，458 92

，
656

t＋ 55 101，992 112，114 10，192 101，922

合計 560
，
570 135

，
570 425

，
000

5． お わ りに

　以上 ， 本 論文 で は ，
セ ール ・

ア ン ド ・リー
ス バ ッ ク取引の 意義 と特性 を述べ

， 従来の 会計基

準等の 比 較検討お よび 問題 点 を挙げ ， そ の 取引 に 関する 測 定方法 を提 案 し ， それ ら の
一

般式 を

提示 し ， 数値モ デ ル を適用 して ， それ らの 会計理論上 の 妥 当性 に つ い て 検討 して きた ．

　セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 が多様化 して い る の は ， その 取引が行 われ る 目的が多様

化 して い る こ とに起因 して い る．セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取 引だ け に 限 らず リ
ー

ス 取引

は ， そ の取 引の 当事者 に よ っ て ，意図 した 目的 を達成す る よ うに ，契約の 内容が構 成され て い

る ． したが っ て ， セ
ー

ル ・ア ン ド ・リ ース バ ッ ク取引の 経済的実質は
， その 取引 が行 わ れ る 目

的に完全 に依存す る．第 2 節 にお ける 検討の 結果 ，
セ ール ・

ア ン ド ・リース バ ッ ク取引 は ， 経

済的実質の 相違 に 基づ い て つ ぎの 3 つ に 分類 され る ．

（1） そ の 取引 の 経済的実質は ，譲渡担保 に よ る 資金の 借入 れ で あ る ．

（2） その 取引 の 経済的実質 は ， 単純 な財 産の 売買取 引 と オ ペ レーテ ィ ン グ ・リース 取引 とが
一

　 体 とな っ た取引で ある ．

（3） その 取 引 の 経 済 的実質 は ， リー
ス 財 産 を一

定の 期間 ， 継続的に 使用 し ， それ を前提 に ， そ

　 の 財 産を売買 に よ り可 能 な 限 り高額に 売却す る こ とに よ っ て 資金 を得 る た め に行わ れ る ．す

　 な わち ， 単純 な財 産 の 売却取引 と準 フ ル ペ イァ ウ トを満た す フ ァ イナ ン ス ・リ
ー

ス 取引 とが

　
一

体 とな っ た取 引 で あ る ．

　 した が っ て ，
セ ール ・ア ン ド・リース バ ッ ク取 引の 測定方法の 妥当性 につ い て は ， それ ぞ れ

の 目的 の 取 引 の 経 済的実質 を的確 に 写像する測定方法が必 要で あ る ．

　財 産の 含み損益 を実 現する と い う利益操作 目的 に セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取引が利用

された場合 に つ い て は ， 実務指針 と FAS 　No ．28 は ， そ の 影響 を弱め るため に利 益 を繰延 べ て毎

期認識す る利益 を少額 に した り， 繰 延 利益 を減価償却費 と相殺する 測定方法 を提 示 して い るが ，

そ の よ うな測 定方法は妥当で ない ．

　売買取 引が ， 実 質的 に も売買取 引 で あ る な らば ， 売 買益 は実現 利益 で あ り， そ れ を認 識す る

こ とは 妥当で ある ． しか し，売買 益 を認 識 した後 に ，そ の 財産の 売買代金 を返 済 しなけれ ば な
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セ ール ・ア ン ド ・リ
ー

ス バ ッ ク取 引の 測定方法に つ い て

らな い の で あ る な らば，売買取引 は ，計算上利益 を計上す る た め の 形式 的な もの に す ぎな い ．

利益 操作 を 目的に行 われ るセ
ー

ル ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引の 実態 を適切 に把握する ため に

は ， 財産の 売買価額 とリ
ー

ス 料総額の 差額に ど の よ うな意味が あ るか に つ い て検討 す る こ とが

重要 で ある ． こ の 差額は
， 両 者の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ーの 時 間的 価値が異 な る こ とか ら生 じた もの

で あ り，
これ を調整 して い る の は利 息で あ る ． こ の 場合の 取引 は

， 売買取引 に よ り， 現実に 資

金が移動 し，借手は
， リ

ー
ス 取 引 を通 じて そ の 資金 を分 割で 利息 を付 して 返 済 しな けれ ばな ら

ない ．す なわ ち，そ の 実態は 金融取 引で あ り， そ の 場合 に売買益 は認 識 すべ きで は ない ．財産

の 含み益 を実現 す る とい う利 益 操作 目的 に セ ール ・ア ン ド ・リース バ ッ ク取引が 利用 され る 場

合 に は ， 融資に よる 資金調達取引 とみ なす こ とが 会計理 論上 妥当なの で ある ． したが っ て ， こ

の 取 引 は ， 目的（1）の 取引 に含まれ るこ とに なる．
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セ ール ・
ア ン ド ・リース バ ッ ク取 引の 測定方法 に つ い て

 
搬 叫

  比 率 が 10 ％

　超90％ 未満
　 の 場合

劃

リース 料が 合理的な場合 ： 別 々 の 取引 と して 処理す る ．

　　　　　　　　　　　 売却損益 を全額当期 に 認識する．

リース 料が 不合理 な場合 ： 別 々 の 取引 と して 処 理 す る ．

　　　　　　　　　　　　リ ース 料が 合 理 的に な る よ う に 適 当な金

　　 　　　　　　　　　 額 を繰 延 べ る ※

売却益 を生 じる場合

売却損を 生 じ る場合

｛

｛

フ ァ イナ ン ス ・リース 取引 の 場合 ：

　資産計上 額 の 範囲を超 え る 売却益 を直

　ち に 認識 し ， 資産計上 額 の 範 囲 内 の 売

　却益 を繰 延 べ る ※

オペ レ
ー

テ ィ ン グ
・
リ
ース 取引 の 場合 ：

　最 低 リ
ー

ス 支払 総額 の 現在価 値 を超 え

　る 売却益を 直 ち に認識 し ， 最低 リー
ス

　支払 の 現在 価値 の 範 囲内 の 売却 益 を繰

　延 べ る ※

公正価 値が簿価 を下回 る売却損の 場合 ：

　簿価 と取引時 の 公正価値の 差額の 範囲
　内 の 売却損 を直 ち に 認 識 し，そ の 差額

　の 範囲を超える売却損を繰延 べ る ※

公正価値 が 簿価 を上 回 る 売却損 の 場合

　売却損を全額繰 延 べ る ※

売却益 を生 じる 場合 ： 売却益 を全額繰延 べ る ※

売却損 を生 じる場合

※ 繰延 売却損益 の 償却方法に つ い て

　　フ ァ イ ナ ン ス
・リー

ス の 場合
｛　　オ ペ レ ーテ ィ ン グ ・リース の 場合

公 正 価値が 簿価 を下 回 る 売却損 の 場合 ：

　簿価 と取 引時 の 公正価値 の 差額 の 範 囲

　内の 売却損 を直ち に認識 し，そ の 差 額
　 の 範 囲を超え る売却損を繰延 べ る ※

公正価値が簿価 を、ヒ回る売却損 の 場合 ；

　売却損 を全額繰延 べ る ※

リース 財 産の 減価償却費に比例 し て償却する．
リ
ー

ス 料 に 比例 して 償却す る．

図 1．FAS ・No ．28 に よ る測定方法
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